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○　事業主は、セクシュアルハラスメントを防止するための雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた
場合には、これに応ずるよう努めなければなりません。

○　事業主及び労働者は、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント等を行ってはならないこと等
に対する関心と理解を深めることや、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うことに努めなければなりません。

※セクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント対策については16～19 頁
も参照してください。
◎令和８年 10月１日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が新たに事業主に義務付けられます。
　詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html



①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④女性の活躍に関する情報の公表（下図「常時雇用する労働者数 101人以上の
事業主の皆さま」ご参照）が義務付けられています。
（令和 8年 4月1日から情報公表義務が拡大します）

～常時雇用する労働者数が101人以上の事業主の皆さま～
令和８年４月１日より、情報公表義務が拡大します

 
 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主については、女性の活躍に関する情報の公表に際して、男女間
賃金差異に加えて女性管理職比率、さらに情報公表項目※の①から１項目以上、②から１項目以上の計４項
目以上を公表する必要があります。
　また、常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主については、男女間賃金差異、女性管理職比
率と、さらに情報公表項目※の①②の全項目から１項目以上を公表する必要があります。

※情報公表項目
　①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供（７項目）
　②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備（７項目）

　詳しくは、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください。　
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

　女性活躍推進法では、女性の活躍推進の取組を着実に前進させるために、事業主に女性の活躍の推進に向

けた行動計画の策定等を義務付けています。

～職場における女性の健康支援～
～新たな認定制度「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」～

 
 女性活躍推進法の基本原則において、女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特
性に留意して行われるべき旨が明確化されました。また、事業主行動計画策定指針を改正し、一般事業主行
動計画の策定に当たっては、男女の性差を踏まえ、特に職場における女性の健康上の特性に係る取組が行われ
ることが望ましいことを示しました。
【女性の健康上の特性に係る取組例】
　○職場におけるヘルスリテラシー向上のための取組
　○休暇制度の充実・柔軟な働き方の実現
　○健康課題を相談しやすい体制づくり　等
　また、えるぼし及びプラチナえるぼしについて、女性の健康上の特性への配慮に係る基準を追加した新し
い認定制度（「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」）を令和８年４月１日から創設します。

　行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の
活躍推進に関する状況等が優良な企業は､都道府県
労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受ける
ことができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣
が定める「えるぼし」「プラチナえるぼし」マークを企業
のホームページや求人広告等に付すことができます。

〈プラチナえるぼしプラス認定マーク〉〈えるぼしプラス認定マーク〉

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/





労働者が、原則として１歳に満たない子（※）を養育するためにする休業

※育児関係の「子」の範囲は、労働者と法律上の親子関係がある子（養子を含む）のほか、特別養子縁組のための試験的

な養育期間にある子や養子縁組里親に委託されている子等を含む



配偶者（事実婚を含む）、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の父母

※介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子（養子含む）のみ

常時介護を必要とする状態に関する判断基準



小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働

者がその子を養育するため、又は要介護状態にある

対象家族を介護する労働者がその家族を介護するた

めに請求した場合には、事業主は所定労働時間を超

えて労働させてはならない

＜その他の制度（労働基準法）＞
■年次有給休暇
年次有給休暇は、週所定労働日数や週所定労働時間数等に応じて付与されます。年次有給休暇の取得は原則１日単
位ですが、会社と労働者の過半数で組織する労働組合（ない場合は労働者の過半数代表者）が協定を結ぶことで、
年５日の範囲内で時間単位での取得が可能となります。

・労働者（日々雇用を除く）
＜労使協定を締結することにより、対象外となる労働者＞

・１週間の所定労働日数が２日以下の労働者

・小学校第３学年修了までの子を養育する労働者は、１年間に５労働日（その養育する小学校第３学年

修了までの子が２人以上の場合は10労働日）まで、病気・けがをした子の世話、子に予防接種・健

康診断を受けさせるため、感染症に伴う学級閉鎖等に伴う子の世話、又は入園（入学）式・卒園式に

参加するために休暇の取得が可能

・１日又は時間単位で取得が可能

※時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、労使協定の締結により、１日単位で

の取得に限定することが可能

・要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、１年間に５労働日（対象家族が２人

以上の場合は10労働日）まで、介護その他の世話を行うために、休暇の取得が可能

・１日又は時間単位で取得が可能

※時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、労使協定の締結により、１日単位で

の取得に限定することが可能

※「その他の世話」とは、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために

必要な手続きの代行等のこと

・労働者（日々雇用を除く）
＜労使協定を締結することにより、対象外となる労働者＞

・１週間の所定労働日数が２日以下の労働者　



短時間勤務制度を講ずることが困難な労働者に

ついては、次のいずれかの措置を講じなければ

ならない

①育児休業に関する制度に準ずる措置

②テレワーク等の措置

③フレックスタイム制

④始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ

⑤事業所内保育施設の設置運営その他

　これに準ずる便宜の供与



＜育児＞

本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対

して、以下の事項を個別に周知し、取得意向を確認す

るために、面談等の措置を講ずる義務

①育児休業・産後パパ育休に関する制度

②育児休業・産後パパ育休の申出先

③育児休業給付、出生後休業支援給付に関すること

④休業期間中の社会保険料の取扱い

育児休業（産後パパ育休含む）、介護休業、介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるよう、次のいず
れかの措置を講ずる義務

育児休業、介護休業、介護両立支援制度等に関する研修の実施
自社の労働者の育児休業、介護休業、介護両立支援制度等取得事例の収集・提供
育児休業、介護休業、介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
育児休業に関する制度、育児休業、介護休業及び介護両立支援制度等取得促進に関する方針の周知

て、育児休業に関する制度、３歳に満たない子を養育する
労働者に関して、始業時刻変更等の措置に準じて、必要な
措置を講ずる努力義務 

・３歳に満たない子を養育する労働者に関して、テレワーク等 
　の措置を講ずる努力義務 

　な措置を講ずる努力義務 
・要介護状態にある対象家族を介護す 

・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関し 

て、配偶者出産休暇等の育児に関する目的で利用できる休暇 

制度を講ずる努力義務 
よう措置を講ずる努力義務 

る労働者がテレワークを選択できる 

・３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、以下①～⑤から２つ以上の措

置を選択して講ずる義務（労働者は、事業主が講じた措置の中から１つを選択して利用）

①始業時刻等の変更　　②テレワーク等の措置（10日以上/月）　　③保育施設の設置運営等

④養育両立支援休暇の付与（10日以上/年）　　⑤短時間勤務制度

・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける義務

・子が３歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置として選択した制度等を個別

に周知し、制度利用の意向を確認するために、面談等の措置を講じる義務

＜育児＞

・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関し

＜介護＞

・家族を介護する労働者に関して、介

護休業制度又は所定労働時間の短縮

等の措置に準じて、その介護を必要

とする期間、回数等に配慮した必要

就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育や家族の介護を

行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務

・常時雇用する労働者数が３00人超の事業主が義務大

・毎年１回、男性の育児休業等取得率を公表（育児目的休暇を含むことも可）

事業主が講ずべき措置 ＜法第21条～第22条の２、第23条の３、第24条、第26条＞

個別の意向聴
取　・　配　慮



育児・介護休業（産後パパ育休含む。以下同じ。）、子の看護等休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間

外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等、柔軟な働き方を実現するための措置について、就業規

則に記載してください。

　労働基準法第 89 条第 1 号から第 3 号までに定められている事項（始業・終業の時刻、休日、休暇、賃金、昇給、

退職等に関する定め、いわゆる絶対的必要記載事項）については必ず記載する必要があります。育児・介護休業、

子の看護等休暇及び介護休暇もこの「休暇」に該当します。

　また、以下の事項についても記載する必要があります。

（１） 育児・介護休業期間、子の看護等休暇及び介護休暇中の賃金

（２） 短時間勤務制度、時差出勤の制度等については、始業・終業の時刻等

（３） 育児・介護休業期間中の教育訓練や賞与等臨時の賃金等について定める場合

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

https://ikuji-kaigo.mhlw.go.jp/



　次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会の形成を目的として

制定された次世代育成支援対策推進法では、労働者が 101 人以上の企業には、一般

事業主行動計画の策定・届出・公表・労働者への周知が義務付けられています（労

働者 100 人以下の企業は努力義務）。

　一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の

基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚

生労働大臣の認定（くるみん認定・トライくるみん認定）を受けることができるほか、

より高い水準の取組を行った企業は、厚生労働大臣の特例認定（プラチナくるみん認
定）を受けることができます。

　認定を受けた企業は、子育てサポート企業としてそれぞれのマークを商品、広告、

求人広告等に付け、子育てサポート企業であることをＰＲすることができます。

　令和７年４月１日から、行動計画の策定又は変更を行う際には、育児休業等の取

得状況、労働時間の状況を把握するとともに、育児休業等の取得状況や労働時間の

状況に係る数値目標の設定が義務付けられました。

　また、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準等

も改正され、くるみんマーク・トライくるみんマークも新しくなりました！

20

26
年認定（2025年度基

準

）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

（https://ryouritsu.mhlw.go.jp）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/symbol.html



原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。

　ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護（要支援）認定を受けることが必要で
す。具体的な手続きの流れは以下のようになります。

　介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で「要介護（要支援）認定」の申請をします（地域包括支援センター（下記

参照）等で手続きを代行している場合があります）。また、申請の際、第１号被保険者（65歳以上）は「介護保険被保険者証」が必要

です。第２号被保険者（40 歳以上 65歳未満）は加入している医療保険が確認できる書類の提出を求められる場合があります。

　要介護１～５と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネ

ジャーに依頼して、利用するサービスを決め、居宅サービス計画（ケアプラン）を作成してもらいます。施設へ入所を希望する場

合は、希望する施設に直接申し込みます。要支援１・２と認定された方は、地域包括支援センター（下記参照）の担当職員または

居宅介護支援事業者のケアマネジャーが介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン）を作成します。

　サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設
サービス等を利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の１割～３割※です。
※65 歳以上の第１号被保険者については、合計所得金額 160 万円以上の所得を有する方は原則２割負担、220 万円以上の所

得を有する方は原則３割負担となります。（第２号被保険者は、所得に関わらず１割負担）
※このほか、「要介護（要支援）認定」を受けていない人も、サービス・活動を利用できる場合があります。詳しくは、住んでいる

市区町村に問い合わせてください。

■認定調査・主治医意見書　

　市区町村の職員等の認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取り等の調査を行います。調査

の内容は全国共通です。また、市区町村から直接、主治医（かかりつけ医）に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成し

てもらいます（市区町村から直接依頼）。

■審査・判定　

　認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、要介護度（ど

のくらいの介護が必要か）を判定します。要介護度は要介護１～５または要支援１、２のいずれかとなります。また、第２号被保

険者は、要介護（要支援）状態に該当し、その状態が「特定疾病」によって生じた場合に認定されます。

１．　地域の人々の健康、安心、暮らしを支援します
　地域の高齢者が健康で安心して暮らせるように、保健・医療・介護・福祉の面から総合的に支援するための機関です。市区町

村や、市区町村が委託する組織により公的に運営されており、市区町村に１つ以上設置されています。

　介護についての不安や悩みについて、安心して相談することができ、相談・支援は無料です。市区町村のホームページ等で、ご

家族がお住まいの地域の地域包括支援センターをご確認ください。（地域によっては、地域包括支援センターの名称が異なる場

合があります）。

２．　高齢の家族の生活に関することや介護のこと、仕事との両立の悩み等幅広く対応しています
　地域包括支援センターには、保健・医療・介護・福祉の専門家である保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等のスタッフ

がいます。得意分野を生かして連携を取りながら、相談の内容に応じて、制度の概要の説明や相談窓口の紹介等、具体的な解決策

の提案をします。また、必要があれば関係機関と連携し、介護サービスや、さまざまな制度が利用できるよう支援します。

　地域の高齢者の健康づくりや高齢者の権利を守ること、介護が必要な高齢者を抱えるご家族への支援、高齢者やそのご家族が

暮らしやすい地域づくり等も地域包括支援センターの役割です。

※ご自身やご家族の介護のことで不安なことがあれば、迷わずご家族がお住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。

介護の相談窓口等について

介護サービスの利用のしかた

地域包括支援センターとは

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/madoguchi/

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112622.html 

https://y-ninchisyotel.net/



１　育児休業（育児のために原則として子が１歳になるまで取得できる休業）

２　産後パパ育休（育児のために子の出生後８週間以内に４週間（２回に分割可）まで、育児休業とは別に取得できる休業）

３　介護休業（介護のために対象家族１人につき最大３回まで分割して通算 93 日間取得できる休業）

４　子の看護等休暇（子の看護のために１年間に５労働日（子が２人以上の場合 10 労働日）取得できる休暇）

５　介護休暇（介護のために１年間に５労働日（対象家族が２人以上の場合 10 労働日）取得できる休暇）

６　所定外労働の制限（育児又は介護のため残業を免除）

７　時間外労働の制限（育児又は介護のため時間外労働を制限（１か月 24 時間、１年 150 時間以内））

８　深夜業の制限（育児又は介護のため深夜業を制限）

９　所定労働時間の短縮措置（育児又は介護のため所定労働時間を短縮等する制度）

10　始業時刻変更等の措置（育児又は介護のために始業時刻を変更する等の制度）

11　本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をしたこと。

12　産後パパ育休中の就業可能日等を申出・同意しなかったこと。

13　対象家族の介護を必要とする状況に至ったことの申出をしたこと。

14　妊娠・出産等の申出時や子が３歳になる前の時期に確認された労働者の仕事と育児の両立に関する意向の内容。

15　３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者の柔軟な働き方を実現するための措置の利用を申し出

たこと。

妊娠・出産等、育児・介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止、ハラスメントの防止





※令和８年10月１日から、カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が、新たに事業主
　に義務付けられます

○職場におけるハラスメントについて、より詳しい資料は厚生労働省ＨＰからダウンロードできます。

　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

○カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策については、

　厚生労働省ホームページをご覧ください。

　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

〇ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」では、動画で学ぶハラスメント、

　ハラスメント裁判事例、他社の取組など、企業におけるハラスメント対策に役立つ情報を

　掲載しています。

　https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/





※　就業規則等に定めた事項以外にも、相談窓口を設置し、相談窓口の担当者について周知するとともに、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関

する制度の利用ができることについて、別途定めた上で周知する必要があります。

　　また、妊娠・出産等に関する否定的な言動や性別役割分担意識に基づく言動はハラスメントの発生の原因や背景となり得ることがあることか

ら、このような言動を行わないようにすることについても、周知する必要があります。



男女雇用機会均等法や育児・介護休業法等に関するご相談は、都道府県労働局雇用環境・均等部（室） 

において受けています。

紛争が生じていない場合であっても、疑問やお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。



●内容：１歳（一定の場合は１歳２か月。さらに保育所等における保育の実施が行

われない等の場合は１歳６か月又は２歳。）未満の子を養育するために育児休業を

取得した等の一定の要件を満たした方を対象に、原則として休業開始時の賃金の67

％（出生時育児休業給付金及び育児休業給付金の支給日数の合計が180日を超えた

場合、それ以降は50％）が育児休業給付金として支給されます。

産後パパ育休を取得した場合も、一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金（休

業開始時の賃金の67％）が支給されます。

また、子の出生直後の一定期間（父親は子の出生後８週間。母親は産後休業後８週

間）内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、育児

休業給付金又は出生時育児休業給付金に上乗せして出生後休業支援給付金（休業開

始時の賃金の13％）が支給されます。

●手続き：事業主が管轄の公共職業安定所（ハローワーク）へ必要書類を提出します。



産前
6週間

出産
（予定）日

産後
8週間妊娠判明 子ども1歳

＊

＊

（P7）

＊8

（＊9）（＊10）



1歳2か月 1歳6か月

（これらの内容は、ほとんどの母子健康手帳にも掲載されています）

2 歳 3 歳 就学 小学校3年生
修了

＊

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

（＊9）（＊10） （＊11）

母親の場合は、産後休業後８週間以内

(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/

20000401-25-1.htm)
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/hourei/20000401-22.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130560.html


